
第63期

定時株主総会
招集ご通知
【新型コロナウイルスに関するお知らせ】
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されていま
すが、株主総会にご出席される株主様におかれま
しては、株主総会開催日時点での流行状況やご自
身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感
染予防策にご配慮いただき、ご来場賜りますよう
お願い申し上げます。
なお、今後の状況により株主総会の運営に変更が
生 ず る 場 合 は、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.belc.jp/company）においてお知
らせいたします。

証券コード：9974

日 時

2022年５月26日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

場 所

埼玉県坂戸市関間２丁目６－32
坂戸グランドホテルＷＩＮ ２階 鳳凰
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くださ
い。）
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証 券 コ ー ド 9974
2022 年 ５月 10 日

株 主 各 位
埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

代表取締役社長 原島 一誠

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠に有難うございます。
さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年５月25日（水曜日）午後６時
までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

【新型コロナウイルスによる感染症への対応に伴う議決権行使について】
新型コロナウイルスへの感染リスクを避けるため、株主総会当日のご来場を見合わせ、書面
またはインターネット等による議決権行使を強くご推奨申し上げます。感染による影響が大きいと
されるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願いいたします。

【郵送（書面）による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】
４頁の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて」をご参照のうえ、当社の
指定する議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否をご入力ください。

敬 具
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記

日 時 2022年５月26日 （木曜日）午前10時 （受付開始 午前９時）
場 所 坂戸グランドホテルWIN ２階 鳳凰（埼玉県坂戸市関間２丁目６－32）

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
目的事項 報告事項 1. 第63期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）事業報告の内容、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役14名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第６号議案 役員報酬額改定の件
第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
第８号議案 会計監査人選任の件

以 上
■ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
なお、株主様ご本人が会場にお越し願えない場合、当社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、株主
総会にご出席いただくことができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承
ください。

■ 本定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当
社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載しておりますので、本定時株主
総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
したがって、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監
査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

■ 本定時株主総会の決議結果は、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株主総会終了後、下記ウェブサ
イトに掲載させていただきます。

■ 事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後
の事項をインターネット上の下記ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

当社ウェブサイト（https://www.belc.jp/company）
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議決権行使についてのご案内

株主総会ご出席

詳細は末尾のご案内をご覧ください

郵 送 インターネット

詳細は次頁をご覧ください

株主様における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご
行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出ください。ま
た、本招集ご通知をご持参く
ださい。

株主総会開催日時

2022年５月26日(木)
午前10時

同封の議決権行使書用紙に賛
否をご表示いただき、行使期
限までに到着するようご返送
ください。

行使期限

2022年５月25日(水)
午後６時到着分まで

指定の議決権行使ウェブサイト
(https://evote.tr.mufg.jp/)
にアクセスしていただき、行
使期限までに賛否をご入力く
ださい。

行使期限

2022年５月25日(水)
午後６時行使分まで

●書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行使の内容を有効としてお取
扱いいたします。

●インターネットにより、複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効としてお取扱いいたしま
す。
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電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますよう

お願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはい

ずれも不要です。
記

１．議決権行使ウェブサイトについて
（1）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行

使ウェブサイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能
です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

（2）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を
使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、
TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用でき
ない場合もございます。

（3）インターネットによる議決権行使は、2022年5月25日（水曜日）の午後6時まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせくださ
い。

２．インターネットによる議決権行使方法について
（1）スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権
行使ウェブサイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
・セキュリティの観点からQRコードでのログインは1回のみとなります。
2回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
・スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでの
ログインができない場合には、下記２．（2）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

（2）パソコンによる方法
・議決権行使ウェブサイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された
「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、
ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになり
ますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
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３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使

の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさ

せていただきます。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に
行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様

のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）

電話0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料）

（機関投資家の皆様へ）
株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、上記

のほか、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使方法として、当該プラットフォームをご利用い
ただくことができます。
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配当金推移 ■１株当たり配当金（円） 期末

32

36

68

34

34

70
2

記念配当

35

41

76

第 63期
2022年
２月期

第 59期
2018年
２月期

第 60期
2019年
２月期

第 61期
2020年
２月期

第 62期
2021年
２月期

中間

40

46

86

43

47

90

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項

第63期の期末配当につきましては、当期の業績と今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりと
いたしたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金47円 総額980,726,111円
（注）中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、１株につき金90円となります。

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年５月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項
剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営環境を勘案して財務体質の強化を図

るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円
（2）減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円
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第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
（１）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定
款を変更するものであります。
・変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定
めるものであります。
・変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた
めの規定を設けるものであります。
・株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、
これを削除するものであります。
・上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

（２）コーポレートガバナンス体制の充実・強化を図るため、現行定款第20条（取締役の員数）を12名から
14名に変更するものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所）
現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供） ＜ 削 除 ＞
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計
算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところに従いインタ
ーネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

＜ 新 設 ＞
（電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、電
子提供措置をとるものとする。
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現行定款 変更案

＜ 新 設 ＞ ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求し
た株主に対して交付する書面に記載しないこ
とができる。

（取締役の員数） （取締役の員数）
第20条 当会社の取締役は、12名以内とする。 第20条 当会社の取締役は、14名以内とする。

＜ 新 設 ＞
（附則）
１．定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する

法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし
書きに規定する改正規定の施行の日である2022
年９月１日（以下「施行日」という）から効力を
生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、
定款第15条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または
前項の株主総会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第３号議案 取締役14名選任の件
現任取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また経営の透明性の確保及びコーポレー

ト・ガバナンスの一層の強化を図るため取締役４名増員いたしたいため、第２号議案の定款一部変更の件が承認
可決されることを条件として、取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者の選任方針と手続
取締役候補者の選任については、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を

有する者を選任いたします。また、取締役会は、知識・経験・能力のバランス及び多様性を備えた人材で構成
し、迅速な意思決定を推進する規模として適切な体制といたします。
取締役候補者の選任手続は、取締役会において選任理由の説明及び審議を行い、候補者を決定するとともに、

選任理由を開示いたします。
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再任 男性

再任 男性

再任 男性

再任 男性

再任 男性

再任 男性

再任 男性

再任 男性

再任 男性
社外 独立役員

新任
社外

女性
独立役員

新任
社外

女性
独立役員

新任 女性
社外 独立役員

新任
社外

男性
独立役員

新任 女性
社外 独立役員

候補者
番号 氏 名 現在の地位及び担当

１
はら しま

原 島
たもつ

保 取締役会長

２
はら しま

原 島
いっ せい

一 誠 代表取締役社長

３
うえ だ

上 田
ひで お

英 雄 専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業
務サポート部管掌兼法務担当

４
はら しま

原 島
よう いち ろう

陽一郎 専務取締役ロジスティクス統括部長兼グロサリー商
品開発ＭＤ

５
なか むら

中 村
みつ ひろ

光 宏 常務取締役販売運営部長兼チェッカー部長

６
おお すぎ

大 杉
よし ひろ

佳 弘 常務取締役人事教育部長

７
うえ だ

上 田
かん じ

寛 治 取締役開発統括部長

８
はら だ

原 田
ひろ ゆき

裕 幸 取締役システム改革部長

９
ひさ き

久 木
くに ひこ

邦 彦 社外取締役

10
まつ した

松 下
か おり

香 織 ―

11
い ざわ

井 澤
きょ う こ

京 子 ―

12
うめ くに

梅 國
とも こ

智 子 ―

13
さい とう

齊 藤
しゅ ういち

修 一 ―

14
おお にし

大 西
ち あき

千 晶 ―
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再任 男性

再任 男性

１
候補者番号

原
はら

島
しま

保
たもつ

生年月日 1957年７月３日生 所有する当社株式の数 499,020株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1984年４月 当社入社
1995年２月 当社販売部長
1995年５月 当社取締役販売部長
1997年５月 当社常務取締役販売部長
2001年３月 当社常務取締役商品本部長
2002年５月 当社専務取締役商品本部長
2006年５月 当社専務取締役管理本部長
2014年５月 当社取締役副会長
2015年４月 当社取締役会長（現任）

取締役候補者の
選任理由

原島保氏は、当社取締役会長を務め、企業経営及び事業戦略に関する豊富な経験と
知見を有しております。広範かつ高度な視野から経営全般の管理・監督者として期
待できるため、当社取締役として適任であると判断し取締役候補者といたしまし
た。

２
候補者番号

原
はら

島
しま

一
いっ

誠
せい

生年月日 1978年５月22日生 所有する当社株式の数 380,710株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

2005年３月 当社入社
2012年２月 当社菓子部長
2013年５月 当社管理本部長付部長
2013年５月 当社取締役管理本部長付部長
2013年12月 当社取締役営業本部長付部長
2014年５月 当社専務取締役営業本部長
2015年４月 当社代表取締役専務営業本部長
2020年５月 当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ホームデリカ代表取締役社長
株式会社ジョイテック代表取締役社長

取締役候補者の
選任理由

原島一誠氏は、当社代表取締役社長を務め、経営者として豊富な見識と実績を有し
ております。同氏は企業経営において適切な判断力、決断力を発揮しており、当社
取締役として適任であると判断し取締役候補者といたしました。
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再任 男性３
候補者番号

上
うえ

田
だ

英
ひで

雄
お

生年月日 1964年１月24日生 所有する当社株式の数 10,900株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1986年４月 当社入社
2003年２月 当社情報システム部長
2004年５月 当社執行役員情報システム部長
2006年１月 当社執行役員営業企画部長
2006年５月 当社取締役営業企画部長
2009年２月 当社取締役経営企画部長
2014年５月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長
2015年７月 当社常務取締役管理本部長
2020年５月 当社専務取締役コンプライアンス室長兼業務サポート部管掌兼法

務担当
2021年５月 当社専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポー

ト部管掌兼法務担当（現任）

取締役候補者の
選任理由

上田英雄氏は、経営企画部門の他、営業企画、情報システム部門の責任者を歴任
し、豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適
任であると判断し取締役候補者といたしました。
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再任 男性４
候補者番号

原
はら

島
しま

陽一郎
よう いち ろう

生年月日 1966年７月30日生 所有する当社株式の数 10,900株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1990年４月 当社入社
2004年１月 当社ロジスティック部長
2004年５月 当社執行役員ロジスティック部長
2006年５月 当社取締役店舗運営部長
2007年３月 当社取締役販売運営部長
2009年７月 当社取締役生鮮統括兼食品管理室長
2012年６月 当社取締役商品部統括部長
2012年８月 当社取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長
2013年３月 当社取締役グロサリー統括部長
2014年５月 当社取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長
2014年11月 当社取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカ

リー部長
2017年５月 当社常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベ

ーカリー部長
2020年５月 当社専務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベ

ーカリー部長
2021年３月 当社専務取締役ロジスティクス統括部長兼グロサリー商品開発ＭＤ

（現任）

取締役候補者の
選任理由

原島陽一郎氏は、営業部門全般の責任者を歴任し、豊富な経験と実績を有しており
ます。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し取締役候補者とい
たしました。
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再任 男性

再任 男性

５
候補者番号

中
なか

村
むら

光
みつ

宏
ひろ

生年月日 1969年７月10日生 所有する当社株式の数 2,100株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1992年４月 当社入社
2013年12月 当社チェッカー部長
2014年４月 当社販売運営部長兼チェッカー部長
2014年５月 当社執行役員販売運営部長兼チェッカー部長
2015年５月 当社取締役販売運営部長兼チェッカー部長
2020年５月 当社常務取締役販売運営部長兼チェッカー部長（現任）

取締役候補者の
選任理由

中村光宏氏は、販売運営部門の責任者として、豊富な見識と実績を有しておりま
す。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し取締役候補者といた
しました。

６
候補者番号

大
おお

杉
すぎ

佳
よし

弘
ひろ

生年月日 1975年３月16日生 所有する当社株式の数 3,600株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1997年４月 当社入社
2013年４月 当社人事教育部長
2014年５月 当社執行役員人事教育部長
2015年５月 当社取締役人事教育部長
2020年５月 当社常務取締役人事教育部長（現任）

取締役候補者の
選任理由

大杉佳弘氏は、人事教育部門の責任者として、豊富な見識と実績を有しておりま
す。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し取締役候補者といた
しました。
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再任 男性

再任 男性

７
候補者番号

上
うえ

田
だ

寛
かん

治
じ

生年月日 1965年３月５日生 所有する当社株式の数 1,800株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

2002年５月 当社入社
2005年５月 当社第一店舗開発部長
2007年９月 当社店舗開発部長
2016年４月 当社執行役員開発本部長兼店舗開発部長
2016年５月 当社取締役開発本部長兼店舗開発部長
2016年９月 当社取締役開発本部長
2020年４月 当社取締役開発本部長兼店舗開発部長
2020年５月 当社取締役開発統括部長兼店舗開発部長
2020年10月 当社取締役開発統括部長（現任）

取締役候補者の
選任理由

上田寛治氏は、店舗開発部門の責任者として、豊富な経験と実績を有しておりま
す。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し取締役候補者といた
しました。

８
候補者番号

原
はら

田
だ

裕
ひろ

幸
ゆき

生年月日 1975年９月６日生 所有する当社株式の数 5,000株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1998年４月 当社入社
2012年３月 当社一般食品部長
2017年３月 当社青果部長
2017年５月 当社執行役員青果部長
2020年５月 当社取締役システム改革部長（現任）

取締役候補者の
選任理由

原田裕幸氏は、商品部門、作業改善部門の責任者を歴任し、豊富な見識と実績を有
しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し取締役候
補者といたしました。
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再任 社外取締役候補者 独立役員 男性９
候補者番号

久
ひさ

木
き

邦
くに

彦
ひこ

生年月日 1954年８月22日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1977年４月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
2000年２月 同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長
2002年５月 同社取締役
2003年５月 同社執行役
2004年５月 同社常務執行役
2006年５月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品本部長
2008年８月 同社執行役グループ商品最高責任者
2009年３月 イオントップバリュ株式会社代表取締役社長
2010年５月 イオン商品調達株式会社代表取締役社長
2013年５月 イオンリテール株式会社取締役専務執行役員商品担当
2014年５月 同社取締役執行役員副社長営業・商品統括兼商品担当
2015年５月 同社取締役執行役員副社長商品担当
2017年３月 同社取締役執行役員副社長特命担当
2017年３月 イオンスーパーセンター株式会社取締役
2019年３月 イオンリテール株式会社取締役執行役員副社長特命担当兼キッズパ

ブリック事業担当
2019年５月 株式会社サンデー取締役（現任）
2020年３月 イオン株式会社顧問（現任）
2020年５月 株式会社メディカル一光グループ監査役（現任）
2020年５月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
イオン株式会社顧問
株式会社サンデー取締役
株式会社メディカル一光グループ監査役

社外取締役候補者の
選任理由及び期待される役

割

久木邦彦氏は、現在イオン株式会社顧問として、豊富な実績と見識を有しているた
め、社外取締役候補者といたしました。同氏の実績や経験が、当社社外取締役とし
て、十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。

独立性について 当社は久木邦彦氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
り、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員になる予定であります。

責任限定契約について

当社と久木邦彦氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場
合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１項に定める最低
責任限度額のいずれか高い額としております。
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新任 社外取締役候補者 独立役員 女性1
候補者番号

0 松
まつ

下
した

香
か

織
おり

生年月日 1959年 4 月16日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1982年４月 富士通株式会社入社
2004年３月 同社プロダクト計画本部アライアンス統括部長
2007年４月 同社グローバル戦略本部アライアンス統括部プロジェクト統括部長

/GM
2019年５月 合同会社K&Lコンサルティングを設立、代表CEO（現任）
2020年６月 大成温調株式会社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
合同会社K&Lコンサルティング代表CEO
大成温調株式会社社外取締役

社外取締役候補者の
選任理由及び期待される役

割

松下香織氏は、合同会社K&Lコンサルティングにおいて代表CEOとして務め、豊富
な実績と見識を有しているため、社外取締役候補者といたしました。同氏の実績や
経験が、当社社外取締役として、十分な役割を果たしていただけるものと期待して
おります。

独立性について 当社は松下香織氏を、本議案の承認可決を前提に、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。

責任限定契約について
当社は松下香織氏が社外取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
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新任 社外取締役候補者 独立役員 女性1
候補者番号

1 井
い

澤
ざわ

京
きょう

子
こ

生年月日 1962年10月16日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

1989年４月 株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
1992年１月 日本包装機械株式会社入社
1998年１月 同社取締役
2003年４月 株式会社産業再生機構入社
2005年９月 衆議院議員当選
2010年３月 株式会社学生情報センター入社
2017年４月 日本包装機械株式会社入社常務取締役
2017年８月 同社代表取締役社長
2020年４月 株式会社ほほえみ入社
2020年４月 同社管理本部管理本部長
2021年９月 マキチエ株式会社入社（現任）

社外取締役候補者の
選任理由及び期待される役

割

井澤京子氏は、日本包装機械株式会社において経営者として務め、豊富な実績と見
識を有しているため、社外取締役候補者といたしました。同氏の実績や経験が、当
社社外取締役として、十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。

独立性について 当社は井澤京子氏を、本議案の承認可決を前提に、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。

責任限定契約について
当社は井澤京子氏が社外取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

2022年04月19日 17時51分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



19

新任 社外取締役候補者 独立役員 女性1
候補者番号

2 梅
うめ

國
くに

智
とも

子
こ

生年月日 1970年１月２日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

2004年４月 独立行政法人国立健康・栄養研究所特別研究員
2004年４月 共立女子短期大学生活科学科非常勤講師
2005年４月 人間総合科学大学人間科学部専任講師
2005年４月 独立行政法人国立健康・栄養研究所客員研究員
2012年４月 人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科専任講師
2014年４月 人間総合科学大学人間科学部准教授
2014年４月 人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科准教授
2019年４月 人間総合科学大学人間科学部教授（現任）
2019年４月 人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科教授（現任）
2019年４月 浦和大学こども学部こども学科非常勤講師
（重要な兼職の状況）
人間総合科学大学人間科学部教授
人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科教授

社外取締役候補者の
選任理由及び期待される役

割

梅國智子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり大学
にて健康・栄養学の講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を有して
いるため、社外取締役候補者といたしました。同氏の食に対する豊富な知識が、当
社社外取締役として、十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。

独立性について 当社は梅國智子氏を、本議案の承認可決を前提に、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。

責任限定契約について
当社は梅國智子氏が社外取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

2022年04月19日 17時51分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

20

新任 社外取締役候補者 独立役員 男性1
候補者番号

3 齊
さい

藤
とう

修
しゅう

一
いち

生年月日 1976年５月20日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

2001年４月 株式会社一条工務店入社
2006年４月 株式会社リクルートエージェント入社
2013年５月 Hamee株式会社常勤監査役
2018年７月 同社取締役みらい創造部、経理・財務部、経営推進部、IS戦略部、

法務部、グループ経営推進部担当
2018年11月 同社取締役デザイン部、みらい創造部、経理・財務部、経営企画

部、IS戦略部、法務部、グループ経営推進部担当
2021年５月 同社取締役人事広報部、経理・財務部、経営企画部、ICT推進部、

事業支援部、テックブリッジ室担当兼執行役員人事広報部担当（現
任）

2021年５月 一般財団法人八三財団を設立、代表理事（現任）
2022年３月 株式会社LIG社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
Hamee株式会社取締役兼執行役員
一般財団法人八三財団代表理事
株式会社LIG社外取締役

社外取締役候補者の
選任理由及び期待される役

割

齊藤修一氏は、Hamee株式会社において取締役兼執行役員として務め、豊富な実
績と見識を有しているため、社外取締役候補者といたしました。同氏の実績や経験
が、当社社外取締役として、十分な役割を果たしていただけるものと期待しており
ます。

独立性について 当社は齊藤修一氏を、本議案の承認可決を前提に、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。

責任限定契約について
当社は齊藤修一氏が社外取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
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新任 社外取締役候補者 独立役員 女性1
候補者番号

4 大
おお

西
にし

千
ち

晶
あき

生年月日 1990年２月９日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

2010年11月 株式会社プリローダを設立、代表取締役社長（現任）
2017年１月 日本農業株式会社を設立、代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社プリローダ代表取締役社長
日本農業株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者の
選任理由及び期待される役

割

大西千晶氏は、株式会社プリローダ及び日本農業株式会社において経営者として務
め、豊富な実績と見識を有しているため、社外取締役候補者といたしました。同氏
の食に対する豊富な知識が、当社社外取締役として、十分な役割を果たしていただ
けるものと期待しております。

独立性について 当社は大西千晶氏を、本議案の承認可決を前提に、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。

責任限定契約について
当社は大西千晶氏が社外取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

（注）1. 各候補者と当社との特別の利害関係については、次のとおりであります。
(1)久木邦彦氏は、当社の大株主かつ業務提携先であるイオン株式会社の顧問を兼任しております。
(2)その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 久木邦彦氏、松下香織氏、井澤京子氏、梅國智子氏、齊藤修一氏、大西千晶氏は社外取締役候補者で
あります。

3. 久木邦彦氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
4. 当社は保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結しており、2022年７月に更新をする予定
であります。当社及び全ての子会社の役員、執行役員、重要な使用人、社外派遣役員、退任役員を当
該保険契約の被保険者としており、被保険者がその職務の執行に関して、損害賠償請求を受けること
によって生じる損害については、当該保険契約により補填することとしております。本議案において
各氏の選任が承認可決された場合は、各氏は被保険者となります。なお、当該保険契約の保険料は、
全額会社負担としております。

5. 会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記
の他に特記すべき事項はありません。

6. 大西千晶氏の戸籍上の氏名は中原千晶です。
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（ご参考）株主総会後の取締役会のスキルマトリックス
本総会において、第３号議案が原案通りに承認された場合の、取締役候補者である取締役の主たる経験分野・

専門性は以下のとおりとなります。

候補者
番号 氏名

スキル・経験

企業
経営

営業・
マーケ
ティン
グ

出店戦
略・店
舗開発

人事・
労務・
人材開
発

財務・
会計

法務・
コンプ
ライア
ンス

DX・
IT・デ
ジタル

ESG・
サステ
ナビリ
ティ

１ 原 島 保 ○ ○ ○

２ 原 島 一 誠 ○ ○ ○

３ 上 田 英 雄 ○ ○ ○

４ 原 島 陽 一 郎 ○ ○ ○

５ 中 村 光 宏 ○ ○ ○

６ 大 杉 佳 弘 ○ ○ ○

７ 上 田 寛 治 ○ ○

８ 原 田 裕 幸 ○ ○

９ 久 木 邦 彦 ○ ○

10 松 下 香 織 ○ ○

11 井 澤 京 子 ○ ○

12 梅 國 智 子 ○ ○

13 齊 藤 修 一 ○ ○

14 大 西 千 晶 ○ ○ ○
（注）上記一覧表は、各取締役候補者の有するすべての知見・経験を表すものではなく、代表的と思われるスキ

ル等のうち最大３つに○印をつけております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、監査役が法令に定め
る監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役として就任した場合、その任期は前任者の残任期間とします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

補欠の監査役候補者の選任方針と手続
補欠の監査役候補者の選任については、取締役の職務の執行の監査を適確、公正かつ効率的に遂行することが

できる知識及び経験を有する者を選任いたします。
補欠の監査役候補者の選任手続は、監査役会の同意を得た上で、取締役会において選任理由の説明及び審議を

行い、候補者を決定するとともに、選任理由を開示いたします。
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補欠の社外監査役候補者 男性町
まち

田
だ

知
とも

啓
あき

生年月日 1954年１月31日生 所有する当社株式の数 ―株

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

1986年４月 弁護士登録、関井法律事務所にて勤務
1992年３月 萩原町田法律事務所開設、同所長
2005年10月 町田知啓法律事務所開設、同所長（現任）
2006年４月 埼玉弁護士会副会長
2007年７月 厚生労働省埼玉労働局公共調達監視委員会委員長（現任）
2018年１月 株式会社ファイブイズホーム社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ファイブイズホーム社外監査役

補欠の社外監査役候補者の
選任理由

町田知啓氏は、過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の
経営に関与したことはありませんが、弁護士としての経験に基づき、法律面を中心
とした幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂
行することができるものと判断し補欠の社外監査役候補者といたしました。

独立性について 当社は町田知啓氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として届け出る予定であります。

責任限定契約について
当社は町田知啓氏が監査役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

（注）1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 町田知啓氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 当社は保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結しており、2022年７月に更新をする予定
であります。当社及び全ての子会社の役員、執行役員、重要な使用人、社外派遣役員、退任役員を当
該保険契約の被保険者としており、被保険者がその職務の執行に関して、損害賠償請求を受けること
によって生じる損害については、当該保険契約により補填することとしております。町田知啓氏が監
査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の保険料は、全額
会社負担としております。

4. 会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記
の他に特記すべき事項はありません。
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第５号議案 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、2022年４月18日開催の取締役会において、役員退職慰労金制
度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
これに伴い、退職慰労金制度廃止の時まで取締役（社外取締役を除く。）である８名に対し、それぞれの取締

役就任時から本総会終結時までの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、総額
250,000,000円以内において退職慰労金を打ち切り支給することといたしたいと存じます。
なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任の時とし、その具体的金額及び支給方法等は、取締役会に

ご一任願いたいと存じます。
退職慰労金の打ち切り支給を相当とする理由は、取締役として当社の業績及び企業価値の向上に尽力したため

であり、本議案は、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿ったものであります。
打ち切り支給の対象となる取締役の氏名、略歴は次のとおりであります。
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氏 名 略 歴

原
はら
島
しま

保
たもつ

1995年５月 当社取締役
1997年５月 当社常務取締役
2002年５月 当社専務取締役
2014年５月 当社取締役副会長
2015年４月 当社取締役会長 現在に至る

原
はら
島
しま

一
いっ
誠
せい

2013年５月 当社取締役
2014年５月 当社専務取締役
2015年４月 当社代表取締役専務
2020年５月 当社代表取締役社長 現在に至る

上
うえ
田
だ

英
ひで
雄
お

2006年５月 当社取締役
2014年５月 当社常務取締役
2020年５月 当社専務取締役 現在に至る

原
はら
島
しま
陽
よう
一
いち
郎
ろう

2006年５月 当社取締役
2017年５月 当社常務取締役
2020年５月 当社専務取締役 現在に至る

中
なか
村
むら

光
みつ
宏
ひろ 2015年５月 当社取締役

2020年５月 当社常務取締役 現在に至る

大
おお
杉
すぎ

佳
よし
弘
ひろ 2015年５月 当社取締役

2020年５月 当社常務取締役 現在に至る

上
うえ
田
だ

寛
かん
治
じ

2016年５月 当社取締役 現在に至る

原
はら
田
だ

裕
ひろ
幸
ゆき

2020年５月 当社取締役 現在に至る
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第６号議案 役員報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、2010年５月27日開催の第51回定時株主総会において年額300,000,000円以内と

ご決議いただき今日に至っております。
その後の経済情勢の変化、コーポレート・ガバナンスの強化に伴う取締役会の構成の変化（社外取締役の増

員）等を考慮して、取締役の報酬額を年額500,000,000円以内（うち社外取締役分は年額100,000,000円以内）
と改めさせていただきたいと存じます。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じ

ます。
現在の取締役は10名（うち社外取締役２名）でありますが、第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取

締役は14名（うち社外取締役６名）となります。
当役員報酬改定につきましては、取締役の報酬の決定方針を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化、業務

の専門化・高度化に伴う今後の取締役の役割の拡充、質の確保、社外取締役の員数増強等の観点から相当なもの
であると判断しております。
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第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
１．提案の理由

当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬は基本報酬、賞与及び退職慰労金により構成しておりますが、
役員報酬制度の見直しを行い、退職慰労金制度を廃止するとともに、当社の取締役（社外取締役及び国内非居
住者を除く。）の報酬と、当社業績及び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増
大への貢献意欲を高めること及び株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆さまと共有することを目的と
して、以下に記載の新たな株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入いたしたいと存じます。
本議案の内容は、当社の定める役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に従い、当社の企業価値の持

続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とするべく、当社グループを取り巻く環境及
び当社グループの経営状況等を総合的に勘案して決定したものとなっており、相当であると考えております。
本議案は、本総会第６号議案でご承認をお願いする取締役の報酬総額500,000,000円以内とは別枠で、取

締役に対するインセンティブプランとしての株式報酬制度についてご承認をお願いするものであります。
なお、本議案が承認可決された場合、当社の役員報酬は基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び株式

報酬で構成されることとなります。
また、本制度の対象となる当社の取締役の員数は、第３号議案「取締役14名選任の件」が原案どおり承認可

決されますと８名となります。

２．議案の内容
（１）本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役（社外取締役及び国
内非居住者を除く。以下同じ。）に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」と
いう。）の交付及び給付（以下「交付等」という。）が行われる株式報酬制度です。

本制度の対象となる当社株式等の交付等の
対象者 ・当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）

本制度の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限（下記（２）の
とおり） ・３事業年度を対象として150,000,000円

本信託から取締役に交付等がなされる当社
株式等の数の上限及び当社株式の取得方法
（下記（２）及び（３）のとおり）

・取締役に付与される 1 事業年度当たりのポイントの総数の上
限は1 万ポイント（1 ポイントは当社株式 1 株）
・取締役に付与される 1 事業年度当たりのポイントの総数の上
限に相当する株式数の発行済み株式総数（2022 年 2 月 28
日時点。自己株式控除後）に対する割合は 0.05%
・当社株式は株式市場または当社（自己株式処分）から取得。
当初は株式市場より取得する予定
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業績達成条件の内容（下記（３）のとお
り）

・３事業年度後の業績目標(連結経常利益率等)に対する達成
度等に応じて０％～120％で変動

・当初の対象期間においては連結経常利益率を指標として採
用予定

取締役に対する当社株式等の交付等の時期
（下記（４）のとおり） ・当社の取締役を退任する時

（２）当社が拠出する金員の上限
本制度は、連続する３事業年度（以下「対象期間」という。）を対象とします。当初は、2023年２月 28日

で終了する事業年度から2025年２月28日で終了する事業年度までを対象とします。
当社は、対象期間ごとに150,000,000円を上限とする金員を、取締役への報酬として拠出し、一定の要件

（以下「受益者要件」という。）を満たした取締役を受益者とする信託期間３年間の信託（以下「本信託」とい
う。）を設定（後記の信託期間の延長を含む。以下、本議案において同じ。）します。
本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場または当社（自己株

式処分）から取得します。当社は、対象期間中、取締役に対し、下記（３）に定めるとおりポイントの付与を
行い、このポイントに相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。
なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更及び追加信託を行

うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、信託期間を３年間延長し、信託期間の延長以降
の３事業年度を対象期間とします。当社は、延長された信託期間ごとに、150,000,000円の範囲内で追加拠
出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与を継続し、本信託は、延長された
信託期間中、当社株式等の交付等を継続します。この信託期間の延長は、一度に限らず、その後も同様に再延
長することがあります。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財
産内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除
く。）及び金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と取締役への報酬として当社
が追加拠出する信託金の合計額は、150,000,000円の範囲内とします。
また、信託期間の満了時（上記の信託期間の延長が行われた場合には延長後の信託期間の満了時）に信託契

約の変更及び追加信託を行わない場合には、それ以降、取締役に対する新たなポイント付与は行われません。
ただし、当該時点で受益者要件を満たす可能性のある対象取締役等が在任している場合には、当該対象取締役
等に対する当社株式等の交付が完了するまで、一定期間に限り、本信託の信託期間を延長させることがありま
す。

（３）取締役に対して交付等を行う当社株式等の数の算定方法及び上限
取締役に対して交付等を行う当社株式等の数は、対象期間中に取締役に毎年付与するポイントにより定めま

す。取締役には、毎年一定の時期に、役位及び業績目標の達成度等に応じてあらかじめ定められた「固定ポイ
ント」及び「業績連動ポイント」を付与します。「業績連動ポイント」は付与した事業年度を含み、３事業年
度経過後に、当社の業績目標の達成度等に応じた業績連動係数を乗じることで０％～120％の範囲内で変動し
ます。ただし、３事業年度経過前に取締役が退任する場合には、未確定の業績連動ポイントにかかる業績連動
係数は100％として算定します。取締役の退任後、当該取締役の在任期間中に付与された「固定ポイント」及
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び「業績連動ポイント」の累積ポイント数に応じて当社株式等の交付等を行います。
なお、１ポイント当たりの当社株式数は１株とします。ただし、信託期間中に当社株式の株式分割・株式併

合等のポイントの調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応
じて、１ポイント当たりの当社株式数を調整します。
取締役に付与する１事業年度当たりのポイントの総数の上限は１万ポイントとします。ポイントの総数の上

限は、上記（２）の信託金の上限額を踏まえて、過去の当社の株価水準や動向等を参考に設定しています。

（４）取締役に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件を充足した取締役は、取締役を退任する時に、上記（３）に基づき算出される数の当社株式等の

交付等を受けるものとします。
このとき、当該取締役は、所定の受益権確定手続きを行うことにより、累積ポイント数の一定の割合に相当

する数の当社株式（単元未満株式は切り捨て。）について交付を受け、残りの累積ポイント数に相当する数の
当社株式については本信託内で換価処分したうえで、本信託から換価処分金相当額の金銭の給付を受けるもの
とします。
なお、取締役が信託期間中に死亡した場合は、死亡後に算定される累積ポイント数に相当する数の当社株式

について、その全てを本信託内で換価処分したうえで、当該取締役の相続人が本信託から換価処分金相当額の
金銭の給付を受けるものとします。

（５）本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものと

します。

（６）本信託内の当社株式の配当金の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、当社株式の取得資金や本信託の信託報酬等に充てま

す。

（７）その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、取締役会において定めます。

（参考）
本制度の詳細については、2022年４月18日付適時開示「役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導

入に関するお知らせ」をご参照ください。
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第８号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である海南監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしますの

で、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人の選任をお願いするものでありま
す。
なお、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人としての専門性、独

立性、品質管理体制及び監査報酬の水準から当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えている
ことに加えて、新たな視点での監査が期待できること等を勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断し
たためであります。
会計監査人候補者の名称、主たる事務所の所在地及び沿革等は次のとおりであります。

（2022年３月31日現在）
名 称 太陽有限責任監査法人

主たる事務所の所在地
＜主たる事務所＞
東京都港区元赤坂一丁目２番７号赤坂Kタワー22階
＜その他の事務所＞
大阪事務所ほか７事務所

沿 革

1971年９月 太陽監査法人設立
1994年10月 グラントソントン インターナショナル加盟
2008年７月 ASG監査法人と合併し太陽ASG監査法人となる
2006年１月 有限責任組織形態に移行 太陽ASG有限責任監査法人となる
2012年７月 永昌監査法人と合併
2013年10月 霞が関監査法人と合併
2014年10月 太陽有限責任監査法人に社名変更
2018年７月 優成監査法人と合併 現在に至る

概 要

＜資本金＞ 527百万円
＜構成人員＞ 代表社員・社員

特定社員
公認会計士
公認会計士試験合格者等
その他専門職
事務職員
契約職員
合計

88名
４名
304名
246名
181名
89名
224名
1,136名

＜監査関与会社＞ 1,035社

以 上
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1 企業集団の現況に関する事項
１. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあ
る中、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引上げていく中で、各種政策の効果や海外経済の
改善もあって、持ち直していくことが期待されます。しかしながら、感染症が内外経済を下振れさせるリスクに
十分な注意が必要であり、また、金融資本市場の変動影響等、先行き不透明な状況が続いております。
小売業界におきましては、新型コロナウィルス感染症の感染拡大による生活様式の変化や個人消費の低下が依
然として続く中、原油価格の高騰による輸送コストの増大や原材料価格の値上げによる食料品の調達価格の上昇
等、厳しい状況が続いております。
このような状況の中で当社グループは、スーパーマーケットとして地域社会の人々により充実した生活を提供
すべく、「Better Quality & Lower Price」を掲げ、おいしく鮮度の良い商品の販売、価格訴求及びお客さまに
支持され信頼される店舗づくりを推進いたしました。
主な取り組みにつきましては、以下のとおりであります。
販売政策におきましては、各種感染拡大の防止策を講じながら通常営業を継続し、商品供給に努め、地域のラ

イフラインとしての役割を果たしてまいりました。４月にはベルクカード会員様200万人突破を記念し、豪華賞
品が当たる大型のキャンペーンや、ＳＮＳを用いた商品の紹介等を行い、お客さまの来店動機を高めてまいりま
した。ネットスーパー「ベルクお届けパック」、お客さまのレジ待ちを解消しスマートなお買い物ができるサー
ビス「スマベルク」は導入店舗を順次拡大し、利便性向上を図ってまいりました。また、移動スーパー「とくし
丸」は、さらに拡大展開し、高齢者等に対する買物支援の取り組みを進めました。
商品政策におきましては、商品に特化したイメージチラシを作成することにより、こだわり商品の訴求を行
い、また、自社ブランド「くらしにベルク kurabelc（クラベルク）」の取扱いを拡大し、毎日の暮らしにうれし
い商品をお求めやすい価格にて順次発売いたしました。
店舗運営におきましては、当社最大の特長である標準化された企業体制を基盤にＬＳＰ（作業割当システム）

の定着化、適正な人員配置、省力器具の活用による効率的なチェーンオペレーションを推進いたしました。
店舗投資におきましては、新店を４店舗、2021年７月に埼玉県戸田市に「戸田氷川町店」、10月に群馬県太
田市に「フォルテ太田店」、11月に神奈川県相模原市に「相模原宮下本町店」、2022年1月に埼玉県飯能市に
「飯能阿須店」を新規出店いたしました。また、既存店７店舗の改装を実施し、惣菜及び簡便商品の拡充、快適
なお買い物空間を提供するための設備の更新を行いました。なお、2021年３月埼玉県幸手市の「幸手南店」を
閉店し、2022年2月末現在の店舗数は126店舗となりました。
物流体制におきましては、自社物流の強みを活かし、商品を産地やメーカーから大量一括調達することにより
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配送効率を高め、商品の価格強化、品質の安定化を目指しました。また、店舗作業に合わせた配送体制の見直し
を引き続き行い、店舗運営の効率化に取り組みました。
一方、連結子会社である「株式会社ホームデリカ」では、2022年１月に最先端の機械やラインを導入した新
第一工場の稼働をスタートさせました。今後は第二工場と共に、より一層おいしい商品の供給体制を構築し、店
舗の効率化を図ってまりいます。また、「株式会社ジョイテック」は、備品、消耗品及び販売用資材等の供給と
開発、また、店舗の清掃業務等、当社グループのサービス業務の強化に取り組みました。
なお、業績の動向を踏まえ、収益性の低い１店舗について、減損損失157百万円を特別損失に計上しておりま
す。
これらの結果、当連結会計年度における経営成績は、営業収益（売上高及び営業収入）が300,268百万円（前

年同期比105.6％）、営業利益が13,072百万円（前年同期比109.6％）、経常利益が13,885百万円（前年同期比
109.5％）、親会社株主に帰属する当期純利益が9,187百万円（前年同期比104.1％）となりました。

商品別販売状況
（単位：百万円）

区 分
第63期

（2021年３月１日から2022年２月28日まで）
売上高 構成比 前年比

生 鮮 食 品 125,442 42.2 ％ 106.2 ％
加 工 食 品 156,233 52.6 104.8
雑 貨 11,029 3.7 105.0
グ ロ サ リ ー ギ フ ト 840 0.3 107.6
そ の 他 3,472 1.2 108.5
合 計 297,019 100.0 105.5

２. 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資額は18,867百万円であります。その主なものは、４店舗の新規開設、ホー
ムデリカ新第一工場の開設、既存店舗の改装及び次期以降の新規店舗の先行投資等であります。

３. 資金調達の状況

当連結会計年度において、公募増資、社債発行など特別な資金調達は行っておりません。
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４. 対処すべき課題

次期における経営環境におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済
活動が正常化に向かう中で、景気が持ち直していくことが期待されます。しかしながら、感染症の今後の影響
や、諸外国の情勢の変化による社会動向が見通せない等、先行き不透明な経済状況が続くと思われます。
小売業界におきましては、消費者の節約志向が依然として続き、原油価格および原材料価格の高騰による商品

の値上げや、業種・業態間を越えた競争、人件費水準の上昇等、引き続き厳しい状況が続くと思われます。
このような状況の中で当社グループは、お客さまに支持され信頼されるお店となるべく、購買頻度の高い商品

群の価格強化を一層推進するとともに、自社ブランド「くらしにベルク kurabelc（クラベルク）」や直輸入商品
の取扱い等を拡大し、商品力強化及び売場の活性化を図ってまいります。
販売政策におきましては、ポイントカード販促及びチラシ価格の強化、各種キャンペーンの実施により、お客

さまの来店動機を高め、こだわり商品の訴求、品切れの削減及び接客レベルの向上を引き続き行うことにより、
固定客化を図ってまいります。
店舗運営におきましては、標準化の徹底及びＬＳＰ（作業割当システム）のさらなる改善により効率的なチェ

ーンオペレーションを強化し、また、業務内容及び設備等の見直しを図り、販売管理費の削減を推進してまいり
ます。また、従業員教育の充実を図り、商品力の強化及びサービスレベルの向上に取り組んでまいります。
店舗投資におきましては、当社グループの強みである標準化を維持しつつ、千葉県我孫子市に開業いたしまし

た「フォルテ我孫子店」をはじめとする７店舗の新規出店を計画し、2023年２月末時点での店舗数は133店舗
となる予定であります。
物流体制におきましては、原油価格の高騰に対応すべく、さらなる配送の効率化、店舗への納品時間短縮を目

指してまいります。
連結子会社におきましては、「株式会社ホームデリカ」は、新第一工場の早期の安定稼働を目指しつつ、より

おいしい自社開発商品の製造及び管理体制の充実を図り、きめ細かい商品供給と商品力の強化、店舗作業の軽減
及び利益貢献を行ってまいります。「株式会社ジョイテック」は、備品、消耗品及び販売用資材等の供給と開発、
また、店舗の清掃業務等、当社グループのサービス業務の強化に取り組んでまいります。
これらの施策により、企業体質、財務体質の一層の強化と業績向上、また、地域社会への貢献に努力していく

所存であります。
株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援とご声援を賜りますようお願い申し上げます。
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５. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

６. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

７. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

８. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

９. 財産及び損益の状況の推移

区 分
第60期

（2019年２月期）

第61期

（2020年２月期）

第62期

（2021年２月期）

第63期
（当連結会計年度）
（2022年２月期）

営 業 収 益（百万円） 225,523 239,497 284,460 300,268
経 常 利 益（百万円） 10,370 11,077 12,675 13,885
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円） 6,571 7,296 8,828 9,187
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 （円） 314.91 349.65 423.09 440.30

総 資 産（百万円） 115,844 126,201 136,558 153,214
純 資 産（百万円） 63,498 69,064 76,283 83,650
(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第61期の期
首から適用しており、第60期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっており
ます。
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10. 主要な事業内容

当社グループは、当社及び子会社２社で構成され、スーパーマーケット事業を主な事業の内容としておりま
す。

11. 主要な事業所
2022年２月28日現在

会社名 区分 事業所名・所在地

当
社

株式会社
ベルク

本社 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
第１センター 埼玉県大里郡寄居町大字用土5459番地
第２センター 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣1082番地
第３センター 千葉県市川市塩浜１丁目７-２
リサイクルセンター 埼玉県大里郡寄居町大字用土5473番地１
トレーニングセンター 埼玉県大里郡寄居町大字用土5454番地３

営業店舗
埼玉県78店舗、千葉県18店舗、群馬県17店
舗、東京都５店舗、神奈川県５店舗、栃木県
２店舗、茨城県１店舗（合計126店舗）

子
会
社

株式会社
ホームデリカ

本社・第一工場 埼玉県大里郡寄居町大字用土5449番地１
第二工場 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣1026番地

株式会社
ジョイテック 本社 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

12. 従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
2,361 名 155 名増 33.0 歳 9.1 年

（注）従業員数は正社員数を記載しており、臨時従業員数は含まれておりません。なお、臨時従業員の第63期中
平均人員は6,099名（ただし１日８時間換算による）であります。
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13. 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 ホ ー ム デ リ カ 10百万円 100％ 惣菜を中心とした加工食品の製造

株 式 会 社 ジ ョ イ テ ッ ク 10百万円 100％ 包装資材及び消耗品等の販売、清掃
業務

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

14. 主要な借入先

借入先 借入額
百万円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 9,411
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5,856
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 4,902
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,789
株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,237

15. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2022年２月28日現在）

１. 発行可能株式総数 50,000,000株

２. 発行済株式の総数 20,866,513株（自己株式1,287株を除く。）

３. 株主数 8,238名

４. 大株主

株主名 持株数 持株比率
株 ％

イ オ ン 株 式 会 社 3,131,000 15.00
株 式 会 社 Ｉ Ｈ 1,864,400 8.93

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) 1,624,545 7.79

株 式 会 社 Ｔ Ｈ 1,401,400 6.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,207,100 5.78
有 限 会 社 ヘ イ セ イ カ ン パ ニ ー 1,083,000 5.19
株 式 会 社 し ま む ら 877,900 4.21
株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 677,200 3.25
ベ ル ク 社 員 持 株 会 609,113 2.92
原 島 保 499,020 2.39
（注） 持株比率は、自己株式（1,287株）を控除して計算しております。
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3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項
１. 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 原 島 保

代 表 取 締 役 社 長 原 島 一 誠 株式会社ホームデリカ代表取締役社長
株式会社ジョイテック代表取締役社長

専 務 取 締 役 上 田 英 雄 コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部管掌兼法務担当
専 務 取 締 役 原 島 陽 一 郎 ロジスティクス統括部長兼グロサリー商品開発ＭＤ
常 務 取 締 役 中 村 光 宏 販売運営部長兼チェッカー部長
常 務 取 締 役 大 杉 佳 弘 人 事 教 育 部 長
取 締 役 上 田 寛 治 開 発 統 括 部 長
取 締 役 原 田 裕 幸 シ ス テ ム 改 革 部 長
取 締 役 古 川 知 子

取 締 役 久 木 邦 彦
イ オ ン 株 式 会 社 顧 問
株 式 会 社 サ ン デ ー 取 締 役
株式会社メディカル一光グループ監査役

常 勤 監 査 役 杉 村 茂
監 査 役 德 永 眞 澄 弁 護 士
監 査 役 野 村 文 雄 公 認 会 計 士
（注）1. 当期中の取締役及び監査役の異動

渡辺修司氏は、2021年５月27日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたしま
した。

2. 取締役のうち、古川知子、久木邦彦の両氏は、社外取締役であります。
3. 監査役杉村茂、德永眞澄、野村文雄の各氏は、社外監査役であります。
4. 取締役古川知子、久木邦彦、監査役杉村茂、德永眞澄、野村文雄の各氏は、東京証券取引所が指定を
義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

5. 監査役野村文雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。
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２. 責任限定契約の内容の概要
当社と古川知子氏、久木邦彦氏の各社外取締役、杉村茂氏、德永眞澄氏、野村文雄氏の各社外監査役
は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または同法第425条第１項に定める最低責任限度

額のいずれか高い額としております。

３. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社及びすべての子会社の役

員、執行役員、重要な使用人、社外派遣役員、退任役員を当該保険契約の被保険者としており、被保険者
がその職務の執行に関して、損害賠償請求を受けることによって生じる損害については、当該保険契約に
より補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は、全額会社負担としております。

４. 取締役及び監査役の報酬等の額
① 取締役会及び監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員 支給額
取締役

（うち社外取締役）
10名

（ 1名）
296百万円

（ 4百万円）
監査役

（うち社外監査役）
3名

（ 3名）
15百万円

（ 15百万円）
合計 13名 311百万円

（注）1. 上記支給人員には、2021年５月27日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１
名を含んでおります。

2. 上記支給額には、当事業年度における役員賞与引当金繰入額84百万円（取締役84百万円）が含まれ
ております。

3. 上記支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額72百万円（取締役72百万円）が含
まれております。

4. 上記支給額のほか、2021年５月27日開催の第62期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退
任取締役１名に対して15百万円支給しております。

5. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
6. 上記支給人員には、無報酬の取締役は含まれておりません。

② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
(１)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。当事業年度の、取締
役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、2021年２月15日開催の取締役会にて決議いた
しました。その内容は、株主総会が決定する総額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職責の
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内容に応じた業績の評価等を勘案し、相当と思われる額とすることとしております。
(２)決定方針の内容の概要
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年５月27日であり、決議内容は、取締役の報酬
総額を300百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名です。また、
監査役は1990年７月30日であり、決議の内容は、監査役の報酬総額を50百万円以内と決議しております。
なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の取締役の報酬は、月例報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び役員退職慰労金

で構成し、これらを金銭による支給とし、役位、職務内容及び貢献度を勘案し決定しております。ただし、
社外取締役及び監査役は、月例固定報酬としての基本報酬のみとしております。
報酬の額及び種類の割合は、外部専門機関の調査情報を参考に、会社の規模及び業界平均の水準を踏ま
え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系としております。
業績連動報酬としての役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映し
た現金報酬とし、当社の重要な経営指標である連結経常利益率の達成度合いに応じて算出された賞与とし
て、毎年一定の時期に支給しております。なお、当事業年度における連結経常利益率の実績は4.7％であり、
目標とする連結経常利益率4.5％以上を達成しております。
当社は役員報酬の額等の決定方針に関与する委員会等は設置しておらず、報酬の配分につきましては、株

主総会が決定する報酬総額の限度内において、「役員報酬規程」に基づき、各役員の役位、職務内容及び貢
献度を勘案し算定しております。その決定につきましては、取締役分については取締役会で決定し、監査役
分については監査役会で協議決定しております。また、退任時に社外取締役及び監査役を除く役員に対して
は、退職慰労金を支給することとし、各役員の役位及び在任年数、特別の功労または非違行為等を考慮した
額を決定し、所定の期間に支給しております。
(３)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長原島一
誠がその権限を有し、取締役会において報酬等の決定方針と決定方法の説明を行うこととしております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グル
ープにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
当事業年度における、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2021年５月
27日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬の金額の決定については、代表取締役社
長に一任する旨を決議しており、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
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５. 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
区 分 氏 名 兼職先 兼職内容

取 締 役 久 木 邦 彦
イオン株式会社 顧問
株式会社サンデー 取締役
株式会社メディカル一光グループ 監査役

（注）1. イオン株式会社は、当社の株式15.00％を保有しており、当社とは業務・資本提携関係にあります。
なお、当社は同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。

2. 当社と上記以外の他の法人等との間に重要な取引その他の関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 主な活動状況ならびに
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 古 川 知 子
当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、食に対す
る幅広い知識に基づいた発言を行っております。取締役
会において積極的にご発言いただくことで、当社の取締
役会の実効性の向上に寄与していただいております。

取 締 役 久 木 邦 彦

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、流通業界
における豊富な経験と幅広い経営情報に基づいた発言を
行っております。取締役会において積極的にご発言いた
だくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与して
いただいております。

監 査 役 杉 村 茂
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会12回の全て
に出席し、流通業界における豊富な実績と専門的見地か
ら、議案審議等に必要な発言を行っております。

監 査 役 德 永 眞 澄
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会12回の全て
に出席し、弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、
当社の経営上有用な指摘、発言を行っております。

監 査 役 野 村 文 雄
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会12回の全て
に出席し、公認会計士としての専門的見地から、必要に
応じ、当社の経営上有用な指摘、発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款の規定に基づき、取締役会決議があっ
たものとみなす書面決議が１回ありました。

④ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。
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5 会計監査人の状況

１. 会計監査人の名称

海南監査法人

２. 報酬等の額

① 当事業年度に係る報酬等の額 28百万円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額
を記載しております。

2. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前
期の監査計画・監査の遂行状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報
酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条
第１項及び第２項の同意をいたしました。

３. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしく
ない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合に
は、監査役会は、監査役全員の同意により、会社法第340条の規定に基づき会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場

合、または会計監査人の監査品質、品質管理、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難で
あると認められる場合には、監査役会は執行機関の見解を考慮の上、会計監査人の解任または不再任に関する
議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

４. 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人との間で会社法第427条第１項に定める契約の締結は行っておりません。
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6 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

１. 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める「業務の適正
を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、グループ全体の役員、従業員が守るべき行動規範として「ベルク行動基準」を定める。また、「商
売六訓」を倫理規範とする。
b.取締役は、すべての職務の執行において、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる
法令等の遵守ならびに資産の保全を図るため、内部統制に係る体制の整備を行わなければならない。
c.取締役は、内部統制の運用に係る有効性が確保されるように、継続してその有効性の評価を行わなければな
らない。有効性の評価にあたっては、内部監査部門である監査室を設置し、職務執行全般における継続的監
視活動を行う。また、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守に係る体制の整備、継続的監視活動を行
う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及

び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社及び当社グループの将来生み出す収益に対して影響を与えると考えられる事象発生の不確実性を予測
し、認識したリスクに迅速かつ的確に対応するためリスク管理規程を策定し、代表取締役社長を委員長とす
るリスク管理委員会を設置する。
b.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、コンプライアンス委
員会にて決め事の策定、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、決め事の作
成・配布を行う。
c.監査室にて、各店舗及び本社の各部署、グループ会社を定期的に監査することにより、また、本社に「お客
さまサービス課」を設置し、お客様からの苦情を直接本社で受けることにより、リスクの所在を早期に発見
し、経営トップに報告する体制をとる。
d.会社経営に重要な影響を及ぼすと考えられるものだけでなく、各店舗で発生した苦情、トラブルについても
経営トップに報告することとし、全社的な対応を実施することにより、リスクの回避に努める。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設
定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行する。
b.月次業績は、ＩＴ活用により迅速に報告され、予算との対比で要因分析及び対策を検討し、実行計画につい
ては、社長を議長とした週１回のクロスミーティング及び月１回の合同会議で策定し、業務を効率よく実行
する。
c.取締役会を毎月１回開催し、重要事項の意思決定を機動的に行うと共に、取締役の業務執行状況の監督等を
行う。
d.取締役の任期を１年とすると共に、執行役員制を導入することにより、業務の意思決定・監督機能と業務執
行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化する。
e.取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において、そ
れぞれの責任者及び執行手続きの詳細について定める。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.コンプライアンス委員会を設置し、社員の具体的行動規範を定めた「ベルク行動基準」「コンプライアンス
ガイド」を作成し、また、「商売六訓」を倫理規範とし、全取締役、全従業員を対象に、リスク管理の重要
性、法令及び企業倫理の遵守について周知徹底を図る。
b.監査室は、一般業務における従業員の活動及び制度を公正な立場で評価、指摘し、コンプライアンスの指導
にあたる。
c.法令及びコンプライアンスに関わる諸問題については、顧問契約を結んだ複数の弁護士により随時アドバイ
スを受け入れられる体制をとる。

d.内部通報制度である「従業員情報ダイヤル」を設置し、通報、相談が適時に行われる体制を整備し、かつ、
内部通報者の権利を保護する。

⑥ 当該株式会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループの株式会社ホームデリカ及び株式会社ジョイテックは、当社の法令遵守・リスク管理の体制に
適応し、業務の適正を確保する。
b.当社のグループ会社に関する管理は「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理する体制とし、グル
ープ会社の経営内容を的確に把握するため重要な事項については取締役会に報告をする体制をとる。
c.当社の監査室が「内部監査規程」に基づき、定期的に業務監査を実施すると共に、当社本社の管理担当部門
が横断的に指導し、業務の適正化を推進する。
d.それぞれの企業に監査役及び管理責任者を任命し、内部統制に関する責任と権限を与える。
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役と協議して、遅滞なく監査役の下
に使用人を配置することができるものとする。
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⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の下に配置された使用人は代表取締役、取締役及び当社の使用人から独立し、監査役及び監査役会の

指揮命令のみに従い、その職務の遂行にあたる。
また、独立性を確保するために、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分等については、監査役会の

事前の承認を必要とする。
⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の重要な会議のメンバーとして参加し、取締役などから報
告を受けるとともに、意見を述べることができる。
b.取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は監査役に対し、次に定める事項を報告することとす
る。
ア.毎月の経営状況として重要な事項
イ.会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
ウ.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
エ.重大な法令・定款違反
オ.社内通報システムの通報状況及びその内容
カ.その他コンプライアンス上の重要な事項
キ.重要会議議事録、稟議書の回付義務付け

⑩ 上記⑨の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
a.通報者に、不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報告する。
b.内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希
望する場合は速やかに監査役に報告をする。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a.監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務に
合理的に必要でないと認められた場合を除き、速やかに関係部門より、当該費用又は債務を処理する。

⑫ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、必要な都度、代表取締役社長ならびに各業務執行取締役、監査法人と意見交換会を開催する。
b.前項に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるこ
ととする。
c.監査役会に対して、必要に応じて専門の弁護士・会計士等を招聘し、監査業務に関する助言等を受け入れる
機会を保障する。
d.監査役は、監査室、会計監査人、その他必要と認める者と連携して監査を実施し、監査の実効性を確保す
る。
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⑬ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社及び当社グループは金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及

び各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し、かつ適
正な運用を行っていくものとする。
また、財務報告に係る内部統制において、各組織（者）は以下の役割を確認する。
a.経営者は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内部統制を整備・
運用する。
b.取締役会は、経営者の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告とその内部統制が
確実に実行されているか経営者を監視、監督する。
c.監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する。
d.監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ内部統制の整備及び運用状
況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を経営者ならびに取締役会に提唱する。

⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社グループは、社会的責任及び企業防衛の観点から、社会の秩序や安全に対して脅威を与える反

社会的勢力及び団体については、取引を含め一切関係を持たず、断固たる態度で不当な圧力には屈しないこと
を事業活動の基本とする。
a.当社及び当社グループは、反社会的勢力排除に向け、「金を出さない」、「利用しない」、「恐れない」を原則
に、毅然とした態度で対応することとし、その徹底を図る。統括対応部署は、社内への指導、外部の専門機
関との連携、情報の収集にあたるとともに、反社会的勢力による不当要求事案等の発生時には、警察当局と
緊密な連携のもと対応する。

b.当社は、埼玉企業暴力防止対策協議会の加盟企業の一員として、以下の宣言を行っている。
ア.不法不当な要求行為に対しては、断固としてこれを拒否する。
イ.株主権の行使に関しては、財産上の利益を供与しない。
ウ.法と企業倫理を守り、社会的責任を全うする。

c.「ベルク行動基準」に基本的考え方を明記しており、役員及び従業員に対して、社内文書や社内報による周
知だけでなく、取締役会をはじめ各会議においても適宜注意の喚起を行っている。
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２. 業務の適正を確保するための体制の運用の状況

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに関する取組み
社員の具体的行動規範を定めた「ベルク行動基準」「コンプライアンスガイド」を作成し、また、「商売六

訓」を倫理規範とし、社内研修等を通して、全取締役、全従業員を対象にリスク管理の重要性、法令及び企業
倫理の遵守について周知徹底を図りました。
また、内部通報制度である「従業員情報ダイヤル」及び「社外通報窓口」にて、通報者の保護を図るととも

に問題の早期発見と改善に努めており、その運用・通報状況について定期的に取締役会にて報告を行いまし
た。
②損失の危険の管理に関する取組み

環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、リスク管理委員会を開催し、問題の早期
発見と改善措置に取り組みました。コンプライアンスについては、コンプライアンス委員会にて決め事の策
定、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、決め事の作成・配布を行いました。
また、本社に設置された「お客さまサービス課」にてお客様からの苦情を直接本社で受けることにより、リ

スクの所在を早期に発見し、経営トップへの報告を行いました。
③業務執行の適正及び効率性の確保に関する取組み

当社は、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、業務執行の意思決定及び
その監督を有効に行いました。
また、社長を議長とした週１回のクロスミーティング及び月1回の合同会議にて業務実行計画を策定し、業

務を効率よく実行いたしました。
④監査の実効性の確保に関する取組み
当社は、監査役会を原則として月1回開催し、監査に関する重要な事項の決議・報告・協議を行いました。
また、当社代表取締役社長及び他の取締役、監査室、会計監査人との間で情報交換等の連携を図りました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告の記載金額については表示単位未満の端数は切り捨て、比率の表示桁数未満は四捨五入して表

示しております。また消費税等は税抜方式によっております。
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連結貸借対照表（2022年２月28日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部
流動資産 27,380
現金及び預金 11,791
売掛金 3,538
商品及び製品 7,278
原材料及び貯蔵品 324
その他 4,448

固定資産 125,834
有形固定資産 108,829
建物及び構築物 62,069
機械装置及び運搬具 2,619
工具、器具及び備品 3,451
土地 37,894
リース資産 899
建設仮勘定 1,894
無形固定資産 1,655
借地権 641
ソフトウェア 657
その他 356
投資その他の資産 15,349
投資有価証券 80
繰延税金資産 2,553
差入保証金 9,546
その他 3,225
貸倒引当金 △55

資産合計 153,214

科 目 金 額
負債の部
流動負債 36,225
買掛金 17,917
短期借入金 500
1年内返済予定の長期借入金 6,296
リース債務 570
未払法人税等 3,023
賞与引当金 1,142
役員賞与引当金 84
ポイント引当金 447
その他 6,241

固定負債 33,339
長期借入金 21,828
リース債務 503
役員退職慰労引当金 235
退職給付に係る負債 248
預り保証金 4,773
資産除去債務 5,305
その他 444

負債合計 69,564
純資産の部
株主資本 83,891
資本金 3,912
資本剰余金 4,102
利益剰余金 75,880
自己株式 △3
その他の包括利益累計額 △241
その他有価証券評価差額金 △2
退職給付に係る調整累計額 △238
純資産合計 83,650
負債及び純資産合計 153,214
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連結損益計算書（2021年３月１日から2022年２月28日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
［営業収益］ ［300,268］
売上高 297,019
売上原価 221,919
売上総利益 75,099
営業収入 3,248
営業原価 1,244
営業総利益 77,104
販売費及び一般管理費 64,031
営業利益 13,072
営業外収益
受取利息 38
受取配当金 2
受取事務手数料 611
債務勘定整理益 19
その他 232 904

営業外費用
支払利息 83
その他 8 91

経常利益 13,885
特別利益
固定資産売却益 5 5

特別損失
固定資産売却損 12
固定資産除却損 123
減損損失 157 293

税金等調整前当期純利益 13,597
法人税、住民税及び事業税 4,607
法人税等調整額 △197 4,410
当期純利益 9,187
親会社株主に帰属する当期純利益 9,187
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連結株主資本等変動計算書（2021年３月１日から2022年２月28日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2021年３月１日残高 3,912 4,102 68,549 △3 76,562
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △1,857 △1,857
親会社株主に帰属する
当期純利益 9,187 9,187

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 7,330 △0 7,329
2022年２月28日残高 3,912 4,102 75,880 △3 83,891

その他の包括利益累計額

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

退職給付
に係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2021年３月１日残高 △8 △269 △278 76,283
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △1,857
親会社株主に帰属する
当期純利益 9,187

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 6 30 36 36

連結会計年度中の変動額合計 6 30 36 7,366
2022年２月28日残高 △2 △238 △241 83,650
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（ご参考）
連結キャッシュ・フロー計算書 （2021年３月１日から2022年２月28日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 13,597
減価償却費 6,291
減損損失 157
固定資産除売却損益（△は益） 129
売上債権の増減額 （△は増加） 744
たな卸資産の増減額 （△は増加） △330
仕入債務の増減額 （△は減少） 568
法人税等の支払額 △4,015
その他 △82
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △16,251
無形固定資産の取得による支出 △512
差入保証金の差入による支出 △2,016
差入保証金の回収による収入 321
預り保証金の受入による収入 593
預り保証金の返還による支出 △338
その他 △272
投資活動によるキャッシュ・フロー △18,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 （△は減少） △300
長期借入れによる収入 15,000
長期借入金の返済による支出 △6,098
自己株式の取得による支出 △0
リース債務の返済による支出 △906
配当金の支払額 △1,856
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,838
現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） 4,421
現金及び現金同等物の期首残高 7,369
現金及び現金同等物の期末残高 11,791
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貸借対照表（2022年２月28日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額

資産の部
流動資産 26,391
現金及び預金 10,835
売掛金 3,540
リース投資資産 105
商品 7,281
貯蔵品 267
前渡金 71
前払費用 685
未収入金 3,578
その他 24

固定資産 125,001
有形固定資産 107,539
建物 56,195
構築物 5,716
機械及び装置 1,378
車両運搬具 3
工具、器具及び備品 3,530
土地 37,894
リース資産 926
建設仮勘定 1,894
無形固定資産 1,622
借地権 641
ソフトウェア 624
その他 356
投資その他の資産 15,839
投資有価証券 80
関係会社株式 20
出資金 0
長期貸付金 263
関連会社長期貸付金 700
長期前払費用 2,210
前払年金費用 92
繰延税金資産 2,233
差入保証金 9,544
その他 749
貸倒引当金 △55

資産合計 151,393

科 目 金 額
負債の部
流動負債 36,968
買掛金 18,191
短期借入金 500
1年内返済予定の長期借入金 6,296
1年内返済予定の関係会社長期借入金 600
リース債務 570
未払金 565
未払法人税等 2,986
未払消費税等 1,068
未払費用 3,568
前受金 739
預り金 209
賞与引当金 1,117
役員賞与引当金 84
ポイント引当金 447
その他 22

固定負債 35,190
長期借入金 21,828
関係会社長期借入金 2,100
リース債務 503
役員退職慰労引当金 235
預り保証金 4,773
資産除去債務 5,305
その他 444

負債合計 72,159
純資産の部
株主資本 79,237
資本金 3,912
資本剰余金 4,102
資本準備金 4,102
利益剰余金 71,225
利益準備金 111
その他利益剰余金 71,113
別途積立金 48,300
繰越利益剰余金 22,813

自己株式 △3
評価・換算差額等 △2
その他有価証券評価差額金 △2
純資産合計 79,234
負債及び純資産合計 151,393
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損益計算書（2021年３月１日から2022年２月28日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
［営業収益］ ［300,801］
売上高 297,054
売上原価 222,517
売上総利益 74,536
営業収入 3,747
営業原価 1,297
営業総利益 76,987
販売費及び一般管理費 64,238
営業利益 12,748
営業外収益
受取利息及び配当金 41
受取事務手数料 665
債務勘定整理益 19
その他 212 939

営業外費用
支払利息 86
その他 8 95

経常利益 13,591
特別利益
固定資産売却益 5 5

特別損失
固定資産売却損 12
固定資産除却損 112
減損損失 158 283

税引前当期純利益 13,314
法人税、住民税及び事業税 4,479
法人税等調整額 △170 4,309
当期純利益 9,004
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株主資本等変動計算書（2021年３月１日から2022年２月28日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2021年３月１日残高 3,912 4,102 4,102 111 44,300 19,665 64,077 △3 72,090
事業年度中の変動額
別途積立金の積立 4,000 △4,000 ― ―
剰余金の配当 △1,857 △1,857 △1,857
当期純利益 9,004 9,004 9,004
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― 4,000 3,147 7,147 △0 7,147
2022年２月28日残高 3,912 4,102 4,102 111 48,300 22,813 71,225 △3 79,237

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

2021年３月１日残高 △8 △8 72,081
事業年度中の変動額
別途積立金の積立 ―
剰余金の配当 △1,857
当期純利益 9,004
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 6 6 6

事業年度中の変動額合計 6 6 7,153
2022年２月28日残高 △2 △2 79,234
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年４月12日
株式会社 ベ ル ク
取 締 役 会 御 中

海 南 監 査 法 人
東京都渋谷区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 溝 口 俊 一
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 髙 島 雅 之

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ベルクの2021年３月１日から2022年２月28

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ベルク及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年４月12日
株式会社 ベ ル ク
取 締 役 会 御 中

海 南 監 査 法 人
東京都渋谷区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 溝 口 俊 一
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 髙 島 雅 之

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ベルクの2021年３月1日から2022年２

月28日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監査報告書

当監査役会は、2021年３月１日から2022年２月28日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②内部監査については、事前に監査室より監査計画の説明を受け、実施した監査の結果について月次
監査報告書を閲覧し、必要に応じて説明を受けました。
③事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑤取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株
主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては、取締役から「取締役業務執
行確認書」の提出を求め、調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2022年04月19日 17時51分 $FOLDER; 61ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



61

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年４月18日
株式会社 ベ ル ク 監査役会
常勤監査役 杉 村 茂 ㊞
監 査 役 德 永 眞 澄 ㊞
監 査 役 野 村 文 雄 ㊞

（注）常勤監査役杉村茂、監査役德永眞澄、監査役野村文雄は、会社法第２条第16号及び第335条第３項
に定める社外監査役であります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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西口

若葉若葉

オータ
若葉駅前店

送迎バス乗場

東武東上線

西口

東建
コーポレーション
鶴ヶ島店
（ホームメイト）

東建
コーポレーション
鶴ヶ島支店
（ホームメイト）鶴ヶ島

東武東上線

鶴ヶ島

関越自動車道

坂戸グランド
ホテルWIN

埼玉県
西入間警察署

セブンイレブン

坂戸市役所
女子栄養大学
坂戸キャンパス

国道407号

坂戸ひまわり
幼稚園

筑波大附坂戸高

若葉

坂戸

坂戸駅南口

長久保小

坂戸陸橋

株主総会会場ご案内図
会 場 埼玉県坂戸市関間２丁目６－32

坂戸グランドホテルＷＩＮ
２階 鳳凰

電 話 049-281-4122（代表）

東武東上線 若葉駅西口
（改札出て左）下車 送迎バスで約５分

当日は、若葉駅より送迎バスを運行いたしますので、ご利用ください。
会場では駐車場の台数が限られていますので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申し上げます。
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